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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を取り付けるための複数の取付け部と、
　前記複数の取付け部に連通しており、複数の漏水検査メニューを同時に実施することの
できる漏水検知部と、
　前記内視鏡から内視鏡情報を読み取る内視鏡情報読み取り部と、
　前記内視鏡情報に基づいて漏水検査メニューを決定し、決定した前記漏水検査メニュー
を前記複数の取付け部のうちの１つに割り当てるとともに、割り当てられた取付け部を特
定するための取付け部特定情報を出力する制御部と、
　前記制御部から出力された前記取付け部特定情報を報知する報知部と、
を有することを特徴とする漏水検査装置。
【請求項２】
　前記報知部は、ディスプレイであり、
　前記ディスプレイは、割り当てられた前記取付け部の名称または位置を表示することを
特徴とする請求項１に記載の漏水検査装置。
【請求項３】
　前記報知部は、前記複数の取付け部のそれぞれに配置された点灯部であり、
　割り当てられた前記取付け部に配置された前記点灯部のみ点灯または点滅することを特
徴とする請求項１に記載の漏水検査装置。
【請求項４】
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　前記取付け部に前記内視鏡が接続されたことを検知する接続検知部をさらに有し、
　前記制御部は、前記接続検知部からの検知結果に基づいて、割り当てられた前記取付け
部に前記内視鏡が接続されたか否かを判定し、
　前記報知部は、前記制御部が割り当てていない前記取付け部に前記内視鏡が接続された
と判定した場合、エラーを報知することを特徴とする請求項１に記載の漏水検査装置。
【請求項５】
　前記複数の取付け部は、それぞれ前記内視鏡を接続するための切り欠き部を閉鎖状態ま
たは開放状態とする開閉部を有し、
　前記制御部は、割り当てられた前記取付け部が有する開閉部のみ開放状態にするように
制御することを特徴とする請求項１に記載の漏水検査装置。
【請求項６】
　前記複数の取付け部のそれぞれを格納する格納部を有し、
　前記制御部は、割り当てられた前記取付け部のみ前記格納部から押し出すように制御す
ることを特徴とする請求項１に記載の漏水検査装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記複数の取付け部のそれぞれに接続された複数の管路のうち１つを前
記内視鏡が接続可能な第１の所定の圧力に加圧し、他の管路を前記内視鏡が接続不可能な
第２の所定の圧力に加圧するように制御することを特徴とする請求項１に記載の漏水検査
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、漏水検査装置に関し、特に、複数の漏水検査メニューを同時に実施すること
のできる漏水検査装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、体内の検査及び治療の目的に使用される内視鏡は、体内に挿入する挿入部の外表
面だけでなく、送気送水管路、吸引管路、処置具挿通用管路等の各内視鏡管路内にも汚物
が付着する。そのため、内視鏡は、外表面に限らず、必ず各内視鏡管路内についても洗滌
及び消毒する必要がある。このような、内視鏡を洗滌及び消毒する従来の内視鏡洗滌消毒
装置としては、例えば特開平１１－２７６４３４号公報に示す内視鏡洗滌消毒装置がある
。
【０００３】
　また、内視鏡洗滌消毒装置は、洗滌及び消毒を行う前に、内視鏡の内部に空気漏れする
穴等が形成されていないかを確認する、即ち漏水箇所が形成されていないかの漏水検査を
行う漏水検査装置を備えている。
【０００４】
　従来の漏水検査装置は、内視鏡を取付ける取付け部が１つしか設けられておらず、１つ
の内視鏡に対してのみ漏水検査を行っていた。作業効率を上げるためには、複数の内視鏡
に対して同時に漏水検査を行うことが好ましい。そのため、従来の漏水検査装置に複数の
取付け部を設け、複数の内視鏡を取付けることができるようにすることが考えられる。
【０００５】
　しかしながら、内視鏡は、種類によって容積等が異なるため、その内視鏡の種類に応じ
て漏水検査メニューが異なる。そのため、漏水検査装置に複数の取付け部を設けた場合、
ある種類の内視鏡に応じた漏水検査メニューが割り当てられた取付け部に、正しく対応す
る内視鏡を取付けることができず、誤接続する可能性が生じる。
【０００６】
　そこで、本発明は、複数の内視鏡の漏水検査を行う際に、誤接続を防止することができ
る漏水検査装置を提供することを目的とする。
【発明の開示】
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の漏水検査装置は、内視鏡を取り付けるための複数の取付け部と、前記
複数の取付け部に連通しており、複数の漏水検査メニューを同時に実施することのできる
漏水検知部と、前記内視鏡から内視鏡情報を読み取る内視鏡情報読み取り部と、前記内視
鏡情報に基づいて漏水検査メニューを決定し、決定した前記漏水検査メニューを前記複数
の取付け部のうちの１つに割り当てるとともに、割り当てられた取付け部を特定するため
の取付け部特定情報を出力する制御部と、前記制御部から出力された前記取付け部特定情
報を報知する報知部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【図２】第２の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【図３】第３の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【図４】第３の実施の形態に係る漏水検査装置の内部構成について説明するための図であ
る。
【図５】接続口及び接続口金の詳細な構成について説明するための図である。
【図６】接続口及び接続口金が接続されている状態を説明するための図である。
【図７】漏水検査装置、チューブ及び内視鏡の接続状態について説明するための図である
。
【図８】第４の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【図９】第５の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【図１０Ａ】閉鎖状態における取付け部の詳細な構成を説明するための図である。
【図１０Ｂ】開放状態における取付け部の詳細な構成を説明するための図である。
【図１１Ａ】閉鎖状態におけるソレノイド格納部の構成を説明するための断面図である。
【図１１Ｂ】開放状態におけるソレノイド格納部の構成を説明するための断面図である。
【図１２】第６の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【図１３】取付け部の格納時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。
【図１４】取付け部の取り出し時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。
【図１５】管路の巻き取り時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。
【図１６】第７の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【図１７】第７の実施の形態に係る漏水検査装置１ｆの作用について説明するための図で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１０】
（第１の実施の形態）
　図１は、第１の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。
【００１１】
　図１に示すように、漏水検査装置１は、複数、ここでは２つの取付け部２ａ及び２ｂと
、複数、ここでは２つの管路３ａ及び３ｂと、漏水検知部４と、内視鏡情報読み取り部５
と、制御部６と、報知部７と有して構成されている。なお、漏水検査装置１は、２つの取
付け部２ａ及び２ｂと、２つの管路３ａ及び３ｂとを有する構成であるが、それぞれ３つ
以上の取付け部及び管路を有する構成であってもよい。
【００１２】
　取付け部２ａ及び２ｂには、内視鏡１００ａ及び１００ｂが取付けられる。内視鏡１０
０ａ及び１００ｂは種類が異なっていてもよい。内視鏡１００ａには、この内視鏡１００
ａの種類及び容量等の内視鏡情報が記録されたＩＤチップ１０１ａが内蔵されている。同
様に、内視鏡１００ｂには、この内視鏡１００ｂの種類、容量、または使用履歴等の内視
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鏡情報が記録されたＩＤチップ１０１ｂが内蔵されている。なお、ＩＤチップ１０１ａ及
び１０１ｂは、それぞれ内視鏡１００ａ及び１００ｂの外部に、内視鏡１００ａ及び１０
０ｂから外れないように一体に設けられていてもよい。
【００１３】
　管路３ａの先端には、取付け部２ａが接続され、後端には、漏水検知部４が接続されて
いる。この管路３ａは、取付け部２ａを介して、取付け部２ａに取付けられた内視鏡１０
０ａ内部と連通する。同様に、管路３ｂの先端には、取付け部２ｂが接続され、後端には
、漏水検知部４が接続されている。この管路３ｂは、取付け部２ｂを介して、取付け部２
ｂに取付けられた第２の内視鏡１００ｂ内部と連通する。
【００１４】
　漏水検知部４は、管路３ａ及び３ｂを介して、それぞれ取付け部２ａ及び２ｂに連通し
ている。また、漏水検知部４は、制御部６からの制御に基づいて、取付け部２ａ及び２ｂ
に取付けられ内視鏡１００ａ及び１００ｂに複数の漏水検知メニューを同時に実施するこ
とができる。
【００１５】
　内視鏡情報読み取り部５は、例えば、ＲＦＩＤアンテナ等であり、ＩＤチップ１０１ａ
から内視鏡１００ａの内視鏡情報を読み出し、読み出した内視鏡１００ａの内視鏡情報を
制御部６に出力する。同様に、内視鏡情報読み取り部５は、ＩＤチップ１０１ｂから内視
鏡１００ｂの内視鏡情報を読み出し、読み出した内視鏡１００ｂの内視鏡情報を制御部６
に出力する。内視鏡情報読み取り部５は、ＩＤチップを有さない内視鏡に対応するため、
ＲＦＩＤ以外の従来公知の方法により内視鏡情報を読み取る機能を有していてもよいし、
使用者が内視鏡情報を手動で入力できるようになっていてもよい。
【００１６】
　制御部６は、入力された内視鏡１００ａの内視鏡情報に基づき、内視鏡１００ａの漏水
検査メニューを決定し、決定した漏水検査メニューを取付け部２ａ及び２ｂのいずれで実
行するかを割り当てる。なお、以下の説明では、内視鏡１００ａの漏水検査メニューは、
取付け部２ａに割り当てられるものとして説明する。制御部６は、割り当てられた取付け
部２ａを特定するための取付け部特定情報を報知部７に出力する。
【００１７】
　報知部７は、制御部６から入力された、割り当てられた取付け部２ａを特定するための
取付け部特定情報を報知する。検査者は、報知された取付け部特定情報に基づき、漏水検
知用の内視鏡１００ａを取付け部２ａに取付ける。
【００１８】
　次に、制御部６は、入力された内視鏡１００ｂの内視鏡情報に基づき、内視鏡１００ｂ
の漏水検査メニューを決定し、決定した漏水検査メニューを取付け部２ａ及び２ｂのいず
れで実行するかを割り当てる。なお、以下の説明では、内視鏡１００ｂの漏水検査メニュ
ーは、取付け部２ｂに割り当てられるものとして説明する。制御部６は、割り当てられた
漏水検知用の内視鏡１００ｂを取付ける取付け部２ｂを特定するための取付け部特定情報
を報知部７に出力する。
【００１９】
　報知部７は、制御部６から入力された、割り当てられた漏水検知用の内視鏡１００ｂを
取付ける取付け部２ｂを特定するための取付け部特定情報を報知する。
【００２０】
　報知部７は、例えば、割り当てられた取付け部２ａまたは２ｂの名称または位置を表示
するディスプレイである。なお、報知部７は、取付け部２ａ及び２ｂのそれぞれに配置、
あるいは、取付け部２ａ及び２ｂの近傍のそれぞれに配置されたＬＥＤ等の点灯部であっ
てもよい。この場合、割り当てられた取付け部２ａまたは２ｂに配置された点灯部のみ点
灯または点滅する。また、報知部７は、割り当てられた取付け部２ａまたは２ｂの名称ま
たは位置を音声で出力するスピーカ等の音声出力部であってもよい。
【００２１】
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　次に、このように構成された漏水検査装置１の作用について説明する。
【００２２】
　まず、検査者は、漏水検査装置１の図示しない電源をＯＮにし、漏水検査を実行する内
視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に
読み取らせる。内視鏡情報読み取り部５によって読み取られた内視鏡１００ａの内視鏡情
報は、制御部６に供給される。
【００２３】
　供給された内視鏡情報に基づき、制御部６により内視鏡１００ａの漏水検査メニューが
決定され、取付け部２ａに内視鏡１００ａの漏水検査メニューが割り当てられる。そして
、割り当てられた取付け部２ａを特定するための取付け部特定情報が制御部６から報知部
７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。この結果、検査者は、内
視鏡１００ａの漏水検査メニューが割り当てられた取付け部２ａに内視鏡１００ａを取り
付けることができる。
【００２４】
　次に、検査者は、漏水検査を実行する内視鏡１００ｂのＩＤチップ１０１ｂに記録され
た内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。内視鏡情報読み取り部５によっ
て読み取られた内視鏡１００ｂの内視鏡情報は、制御部６に供給される。
【００２５】
　供給された内視鏡情報に基づき、制御部６により内視鏡１００ｂの漏水検査メニューが
決定され、取付け部２ｂに内視鏡１００ｂの漏水検査メニューが割り当てられる。そして
、割り当てられた取付け部２ｂを特定するための取付け部特定情報が制御部６から報知部
７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。この結果、検査者は、内
視鏡１００ｂの漏水検査メニューが割り当てられた取付け部２ｂに内視鏡１００ｂを取り
付けることができる。
【００２６】
　以上のように、漏水検査装置１は、漏水検査を行う内視鏡、例えば、内視鏡１００ａの
内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５で読み取り、複数の取付け部２ａ及び２ｂから１つ
の取付け部、例えば、取付け部２ａに漏水検査メニューを割り当てる。そして、漏水検査
装置１は、漏水検査メニューを割り当てた取付け部２ａを特定するための取付け部特定情
報を報知部７で報知する。漏水検査装置１は、内視鏡１００ｂについても同様に、漏水検
査メニューを割り当てた取付け部２ｂを特定するための取付け部特定情報を報知部７で報
知する。この結果、検査者は、複数の内視鏡１００ａ及び１００ｂを取付ける取付け部２
ａ及び２ｂを容易に認識することができる。
【００２７】
　よって、本実施の形態の漏水検査装置によれば、複数の内視鏡の漏水検査を行う際に、
誤接続を防止することができる。
【００２８】
（第２の実施の形態）
　次に、第２の実施の形態について説明する。
【００２９】
　図２は、第２の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。なお、図２にお
いて図１と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００３０】
　図２に示すように、漏水検査装置１ａは、図１の制御部６に代わり、制御部６ａを用い
て構成されている。また、漏水検査装置１ａは、逆止弁８ａを内部に有する取付け部９ａ
及び逆止弁８ｂを内部に有する取付け部９ｂがそれぞれ管路３ａ及び３ｂの先端に設けら
れて構成されている。また、漏水検査装置１ａは、管路３ａ及び３ｂの所定の位置にそれ
ぞれ圧力測定部１０ａ及び１０ｂが設けられて構成されている。
【００３１】
　逆止弁８ａは、取付け部９ａに内視鏡、例えば、内視鏡１００ａが取り付けられていな
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いと、弁が閉じて気密が保て、内視鏡１００ａが取り付けられると、弁が開放する構成に
なっている。同様に、逆止弁８ｂは、取付け部９ｂに内視鏡、例えば、内視鏡１００ｂが
取り付けられていないと、弁が閉じて気密が保て、内視鏡１００ｂが取り付けられると、
弁が開放する構成になっている。
【００３２】
　圧力測定部１０ａ及び１０ｂは、制御部６ａに電気的に接続されており、それぞれ管路
３ａ及び３ｂ内の圧力を測定し、測定した圧力値を制御部６ａに出力する。
【００３３】
　本実施の形態では、漏水検知部４は、電源がＯＮにされると、制御部６ａの制御に基づ
き、図示しないポンプ等から空気等の気体を管路３ａ及び３ｂに供給し、管路３ａ及び３
ｂを所定の圧力Ｐまで加圧する。なお、所定の圧力Ｐまで加圧する処理は、内視鏡情報が
内視鏡情報読み取り部５に読み取られた後に実行してもよい。制御部６ａは、圧力測定部
１０ａ及び１０ｂから入力される管路３ａ及び３ｂ内の圧力値に基づき、管路３ａ及び３
ｂ内の圧力が所定の圧力Ｐになった否かを検出する。制御部６ａは、管路３ａ及び３ｂ内
の圧力が所定の圧力Ｐになったことを検出すると、漏水検知部４からの気体の供給を停止
させる。
【００３４】
　内視鏡１００ａの漏水検知メニューが割り当てられた取付け部９ａに内視鏡１００ａが
取付けられると、管路３ａと内視鏡１００ａ内の管路とが連通され、管路３ａ内の圧力が
低下する。管路３ａ内の低下した圧力値は、圧力測定部１０ａから制御部６ａに出力され
る。
【００３５】
　制御部６ａは、管路３ａ内の低下した圧力値を検出することにより、取付け部９ａに内
視鏡１００ａが正しく接続されたことを検知する。制御部６ａは、正しく接続されたこと
を検知すると、取付け部９ａに内視鏡１００ａが正しく接続されたことを示す情報を報知
部７に出力し、報知部７に報知させる。
【００３６】
　ここで、内視鏡１００ａの漏水検知メニューが割り当てられていない取付け部９ｂに内
視鏡１００ａが取付けられると、管路３ｂと内視鏡１００ａ内の管路とが連通され、管路
３ｂ内の圧力が低下する。管路３ｂ内の低下した圧力値は、圧力測定部１０ｂから制御部
６ａに出力される。
【００３７】
　制御部６ａは、管路３ｂ内の低下した圧力値を検出することにより、内視鏡１００ａの
漏水検知メニューが割り当てられていない取付け部９ｂに内視鏡１００ａが誤接続された
ことを検知する。制御部６ａは、誤接続されたことを検知すると、取付け部９ａに内視鏡
１００ａが正しく取り付けられていないことを示すエラー情報を報知部７に出力し、報知
部７に報知させる。
【００３８】
　次に、このように構成された漏水検査装置１ａの作用について説明する。
【００３９】
　まず、検査者が漏水検査装置１ａの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
が所定の圧力Ｐまで加圧される。次に、検査者は、漏水検査を実行する内視鏡１００ａの
ＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。
これにより、取付け部９ａに内視鏡１００ａの漏水検査メニューが割り当てられ、割り当
てられた取付け部９ａを特定するための取付け部特定情報が制御部６ａから報知部７に出
力され、報知部７により取付け部特定情報が報知される。
【００４０】
　報知部７により報知された取付け部特定情報に基づいて、検査者が内視鏡１００ａを取
付け部９ａに正しく取付けると、管路３ａと内視鏡１００ａの管路とが連通され、管路３
ａが減圧される。この圧力変化は、管路３ａ上に設けられた圧力測定部１０ａから制御部
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６ａに出力され、取付け部９ａに内視鏡１００ａが正しく取付けられたことが認識される
。これにより、制御部６ａから制御に基づいて、報知部７により正しく取付けられたこと
を示す情報が報知される。
【００４１】
　ここで、検査者が内視鏡１００ａを取付け部９ｂに誤接続した場合、管路３ｂと内視鏡
１００ａの管路とが連通され、管路３ｂが減圧される。この圧力変化は、管路３ｂ上に設
けられた圧力測定部１０ｂから制御部６ａに出力され、取付け部９ａに内視鏡１００ａが
正しく取付けられていないことが認識される。即ち、制御部６ａでは、取付け部９ａに内
視鏡１００ａを取付けるように指示していたのに、取付け部９ａに接続された管路３ａの
圧力ではなく、取付け部９ｂに接続された管路３ｂの圧力が低下したため、取付け部９ａ
に内視鏡１００ａが正しく取付けられていないと判断される。これにより、制御部６ａか
ら制御に基づいて、報知部７により正しく取付けられていないことを示すエラー情報が報
知される。
【００４２】
　以上のように、漏水検査装置１ａは、２つの内視鏡１００ａ及び１００ｂが割り当てら
れた取付け部９ａ及び９ｂに正しく取付けられたかを自動で判定することができるため、
誤接続した状態での漏水検査を防止することができる。また、漏水検査装置１ａは、誤接
続を検知した場合、報知部７でエラー情報を報知するので、検査者は、誤接続に容易に気
づくことができる。
【００４３】
（第２の実施の形態の変形例１）
　第２の実施の形態の変形例として、圧力測定部１０ａ漏水検知部４との間、圧力測定部
１０ｂ漏水検知部４との間それぞれに開閉可能な弁を備える構造が挙げられる。さらに、
弁は制御部６ａにより制御可能であることが望ましい。
【００４４】
　ポンプによって加圧された各管路３ａ、３ｂ内の圧力は、逆止弁８ａ、８ｂとそれぞれ
の弁を閉じることによって、所定の加圧状態を保持できる。
【００４５】
　弁の利用法として例えば、弁を閉めることで漏水検知部からの気体の供給を停止するこ
とができるので、管路３ａ及び３ｂ内の圧力が所定の圧力Ｐになったことを圧力測定部１
０ａ、１０ｂが検出し、その信号を制御部６ａが受けたところで制御部６ａからそれぞれ
の弁を閉めるよう信号を出し、漏水検知部４からの気体の供給を停止させてもよい。
【００４６】
（第２の実施の形態の変形例２）
　第２の実施の形態の変形例として、圧力測定部１０ａ、１０ｂを利用した接続検知が挙
げられる。圧力測定部１０ａ、１０ｂ側、または制御部６ａ側に、管路内３ａ、３ｂが所
定の圧力まで達しているかを判断できる圧力判断部を設けることにより、弁、逆止弁８ａ
、８ｂ、または管路３ａ、３ｂの異常、逆止弁８ａ、８ｂと内視鏡１００ａ、１００ｂと
の接続異常を検知することができる。
【００４７】
　具体的には、正常時の圧力と、圧力測定部１０ａ、１０ｂが測定した圧力とを圧力判断
部が比較できるようにしておくことで、弁および逆止弁８ａ、８ｂを閉じた際の圧力が正
常時よりも所定範囲で低かった場合、弁、逆止弁８ａ、８ｂ、または管路３ａ、３ｂの破
損によるガス漏れを検知することができる。また、逆止弁８ａ、８ｂと内視鏡１００ａ、
１００ｂとが上手く噛み合っていないことによるガス漏れを検知することができる。
【００４８】
　上述の異常を検知した際には、報知部７を用いて報知をすることもできる。
【００４９】
（第３の実施の形態）
　次に、第３の実施の形態について説明する。
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【００５０】
　図３は、第３の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。なお、図３にお
いて図２と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００５１】
　図３に示すように、漏水検査装置１ｂは、内視鏡１００ａと接続するためのチューブ１
２を接続する複数、ここでは、２つの接続口１１ａ及び１１ｂを有して構成されている。
なお、接続口１１ａ及び１１ｂは同様の構成のため、以下の説明では、接続口１１ａにつ
いてのみ説明する。チューブ１２の一端には、漏水検査装置１ｂに接続する接続口金１３
が設けられている。また、チューブ１２の他端には、内視鏡１００ａまたは内視鏡１００
ａの電気コネクタを覆う防水キャップ１０２ａの防水口金１０３ａと接続する内視鏡口金
１４が設けられている。
【００５２】
　図４は、第３の実施の形態に係る漏水検査装置の内部構成について説明するための図で
ある。
【００５３】
　図４に示すように、漏水検査装置１ｂは、接続口１１ａの後端に管路３ａが接続されて
おり、この管路３ａの後端には、ポンプ１５が接続されている。また、管路３ａの途中に
は、締切弁１６が設けられている。
【００５４】
　このような構成において、チューブ１２の接続口金１３が接続口１１ａに接続され、内
視鏡口金１４が防水口金１０３ａに接続されると、締切弁１６よりも接続口１１ａ側の管
路３ａ、チューブ１２の内部及び内視鏡１００ａの気密エリアが接続され、これらが気密
状態に保たれる。
【００５５】
　ここで、図５及び図６を用いて、接続口及び接続口金の詳細な構成について説明する。
【００５６】
　図５は、接続口及び接続口金の詳細な構成について説明するための図であり、図６は、
接続口及び接続口金が接続されている状態を説明するための図である。
【００５７】
　図５に示すように、チューブ１２の接続口金１３の近傍にフランジ１７が設けられてい
る。このフランジ１７上の所定の位置に、チューブ１２の長手軸方向に平行であり、かつ
漏水検査装置１ｂの方向に突起部１８が設けられている。
【００５８】
　一方、漏水検査装置１ｂの接続口１１ａ上側には、接続口金１３が接続口１１ａに接続
されたときに、突起部１８が挿入される形状の突起部挿入口１９が設けられている。この
突起部挿入口１９の後側には、接続口金１３が接続口１１ａに気密状態になるように接続
されたときに、図６に示すように、突起部１８が押すことができる位置に押しボタンスイ
ッチ２０が設けられている。
【００５９】
　押しボタンスイッチ２０は、制御部６ａに電気的に接続されており、突起部１８による
押下の有無を示す押下検知信号を制御部６ａに出力する。これにより、制御部６ａは、内
視鏡１００ａが接続口１１ａに正しく接続されたか否かを判定して、その判定結果を報知
部７に報知させる。
【００６０】
　なお、接続口１１ａと接続口金１３との接続を検知する構成は、突起部１８及び押しボ
タンスイッチ２０の構成に限定されるものではない。例えば、突起部が光センサの光軸を
遮ることで接続を検知する構成、金属の突起部と金属センサにより接続を検知する構成、
磁性を有する金属の突起部と磁気センサにより接続を検知する構成、突起部にＲＦＩＤチ
ップを内蔵しＲＦＩＤアンテナにより読み取ることで接続を検知する構成等であってもよ
い。このような構成の場合、接続検知時に機械的な接触がなくなるため、漏水検査装置１
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ｂの耐久性を向上させることができる。
【００６１】
　次に、このように構成された漏水検査装置１ｂの作用について説明する。
【００６２】
　まず、検査者は、漏水検査装置１ｂの図示しない電源をＯＮにすると、漏水検査を実行
する内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り
部５に読み取らせる。これにより、接続口１１ａに内視鏡１００ａの漏水検査メニューが
割り当てられる。次に、検査者は、内視鏡口金１４を防水口金１０３ａに接続し、接続口
金１３を割り当てられた接続口１１ａに接続する。
【００６３】
　接続口金１３が接続口１１ａに接続されると、押しボタンスイッチ２０が突起部１８に
より押下される。押しボタンスイッチ２０からは、押下検知信号が制御部６ａに出力され
、制御部６ａにより内視鏡１００ａが正しく接続されたか否かが判定される。この判定結
果は、報知部７で報知され、検査者に正しく接続されたか否かを報知する。その他の作用
は、第２の実施の形態と同様のため、説明を省略する。
【００６４】
　以上のように、漏水検査装置１ｂは、押しボタンスイッチ２０の押下検知信号により漏
水検査装置１ｂとチューブ１２との接続が正しく行われたかを自動に認識し、その結果を
報知するため、検査者の誤接続を確実に防止することができる。
【００６５】
　ところで、漏水検査装置１ｂ、チューブ１２及び内視鏡１００ａが確実に接続されてい
ることを検知する構成として、図７のように構成することができる。
【００６６】
　図７は、漏水検査装置、チューブ及び内視鏡の接続状態について説明するための図であ
る。
【００６７】
　図７に示すように、内視鏡１００ａは、防水口金１０３ａの先端部周辺に内視鏡情報が
記録されたＩＤチップ１０４ａを備える。
【００６８】
　チューブ１２の内視鏡口金１４には、内視鏡口金１４が防水口金１０３ａに接続された
際に、ＩＤチップ１０４ａから内視鏡情報が読み取れる距離に近接するようにＲＦＩＤア
ンテナ２１が設けられている。また、チューブ１２の突起部１８の先端には、ＩＤチップ
２２が設けられている。
【００６９】
　ＲＦＩＤアンテナ２１及びＩＤチップ２２は、チューブ１２、フランジ１７及び突起部
１８内に挿通された通信ケーブル２３により接続されている。ＲＦＩＤアンテナ２１は、
ＩＤチップ１０４ａから読み出した内視鏡情報を、通信ケーブル２３を介してＩＤチップ
２２に伝送することができる。
【００７０】
　漏水検査装置１ｂには、チューブ１２の接続口金１３が接続口１１ａに接続された際に
、ＩＤチップ２２に伝送された内視鏡情報が読み取れる距離に近接するようにＲＦＩＤア
ンテナ２４が設けられている。ＲＦＩＤアンテナ２４は、ＲＦＩＤアンテナ２１からＩＤ
チップ２２に伝送された内視鏡情報を読み出し、制御部６ａに出力する。
【００７１】
　このような構成によれば、ＲＦＩＤアンテナ２１は、内視鏡口金１４と防水口金１０３
ａとが接続された際に、ＩＤチップ１０４ａに記録されている内視鏡情報を読み出し、読
み出した内視鏡情報をＩＤチップ２２に伝送する。そして、ＲＦＩＤアンテナ２４は、接
続口金１３が接続口１１ａに接続された際に、ＩＤチップ２２に伝送された内視鏡情報を
読み出し、読み出した内視鏡情報を制御部６ａに出力する。この結果、チューブ１２が漏
水検査装置１ｂ及び内視鏡１００ａと正しく接続されていることを検知することができる
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。また、正しく接続させた場合、内視鏡１００ａの内視鏡情報が自動的に漏水検査装置１
ｂに読み出されるため、検査者が内視鏡情報読み取り部５に内視鏡情報を読み取らせる必
要がなくなる。
【００７２】
（第４の実施の形態）
　次に、第４の実施の形態について説明する。
【００７３】
　図８は、第４の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。なお、図８にお
いて図２と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００７４】
　図８に示すように、漏水検査装置１ｃは、図２の制御部６ａに代わり、制御部６ｂを用
いて構成されている。
【００７５】
　制御部６ｂは、電源がＯＮにされると、管路３ａ及び３ｂのいずれか一方のみ所定の圧
力Ｐまで加圧するように漏水検知部４に指示する。ここでは、制御部６ｂは、漏水検知部
４に管路３ａを加圧する指示を出したものとする。次に、制御部６ｂは、ＩＤチップ１０
１ａに記録された内視鏡情報を読み出すと、内視鏡１００ａの漏水検査メニューを取付け
部９ａに割り当てる。
【００７６】
　制御部６ｂは、取付け部９ａに内視鏡１００ａが取付けられると、圧力測定部１０ａか
らの圧力変化を検知し、正しく接続されたことを認識する。制御部６ｂは、正しく接続さ
れたことを認識すると、漏水検知部４に取付け部９ａに割り当てた漏水検査メニューを実
行させる。
【００７７】
　一方、制御部６ｂは、取付け部９ｂに内視鏡１００ａが取付けられると、管路３ｂが加
圧されていないため、圧力測定部１０ｂからの圧力変化を検知することがない。制御部６
ｂは、圧力変化を検知していない期間は正しく接続されていないと判定し、漏水検知部４
に漏水検査メニューを実行させない。
【００７８】
　次に、このように構成された漏水検査装置１ｃの作用について説明する。
【００７９】
　まず、検査者が漏水検査装置１ｃの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
のいずれか一方、ここでは、管路３ａが所定の圧力Ｐまで加圧される。次に、検査者は、
漏水検査を実行する内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視
鏡情報読み取り部５に読み取らせる。これにより、取付け部９ａに内視鏡１００ａの漏水
検査メニューが割り当てられ、割り当てられた取付け部９ａを特定するための取付け部特
定情報が制御部６ｂから報知部７に出力され、報知部７により取付け部特定情報が報知さ
れる。
【００８０】
　検査者が割り当てられた取付け部９ａに内視鏡１００ａを取付けると、取付け部９ａに
接続された管路３ａが減圧され、その圧力変化の情報が圧力測定部１０ａからの制御部６
ｂに出力される。制御部６ｂは、その圧力変化の情報から取付け部９ａに内視鏡１００ａ
が正しく取付けられたことを認識し、漏水検査メニューを漏水検知部４に実行させる。一
方、制御部６ｂは、圧力変化の情報が入力されない場合、取付け部９ａに内視鏡１００ａ
が正しく取付けられていないと判定し、漏水検査メニューを漏水検知部４に実行させない
。
【００８１】
　以上のように、漏水検査装置１ｃは、取付け部９ａに内視鏡１００ａが正しく取付けら
れていない場合、漏水検査メニューを実行させないため、誤接続の状態での漏水検査メニ
ューの実行を防ぐことができる。また、検査者は、誤接続の状態では、漏水検査メニュー
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が実行されないため、誤接続を容易に認識することができる。
【００８２】
（第５の実施の形態）
　次に、第５の実施の形態について説明する。
【００８３】
　図９は、第５の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図であり、図１０Ａは、閉
鎖状態における取付け部の詳細な構成を説明するための図であり、図１０Ｂは、開放状態
における取付け部の詳細な構成を説明するための図であり、図１１Ａは、閉鎖状態におけ
るソレノイド格納部の構成を説明するための断面図であり、図１１Ｂは、開放状態におけ
るソレノイド格納部の構成を説明するための断面図である。なお、図９において図８と同
様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【００８４】
　図９に示すように、漏水検査装置１ｄは、図８の制御部６ｂ、取付け部９ａ及び取り付
け部９ｂに代わり、制御部６ｃ、取付け部２５ａ及び取付け部２５ｂを用いて構成されて
いる。取付け部２５ａ及び２５ｂは、制御部６ｃに電気的に接続されている。
【００８５】
　図１０Ａに示すように、取付け部２５ａには、内視鏡１００ａの防水口金１０３ａに設
けられたピン１０５ａ（図９参照）が嵌合する切り欠き部２６が設けられている。また、
取付け部２５ａには、可動鉄心２７を可動させるソレノイド２９が格納されたソレノイド
格納部２８が設けられている。
【００８６】
　図１１Ａに示すように、ソレノイド２９は、可動鉄心２７を付勢するバネ３０と、バネ
３０の周囲に巻かれたコイル３１とを有している。コイル３１が通電されていない状態で
は、バネ３０の付勢力により可動鉄心２７が先端側に押し出され、図１０Ａに示すように
、切り欠き部２６は、可動鉄心２７により閉じられた閉鎖状態となる。
【００８７】
　一方、制御部６ｃの制御によりコイル３１が通電されると、磁力が発生し、図１１Ｂに
示すように、可動鉄心２７がバネ３０の付勢力に抗して後端側に引き込まれ、図１０Ｂに
示すように、切り欠き部２６は開かれた開放状態となる。このように、可動鉄心２７は切
り欠き部２６を閉鎖状態または開放状態にする開閉部を構成する。
【００８８】
　制御部６ｃは、内視鏡１００ａの漏水検知メニューを取付け部２５ａに割り付けると、
取付け部２５ａの切り欠き部２６を開くように、即ち、コイル３１を通電するように指示
を出す。これにより、制御部６ｃは、取付け部２５ａの切り欠き部２６を開ける。制御部
６ｃは、圧力測定部１０ａからの圧力変化に基づき、取付け部２５ａに内視鏡１００ａが
取付けられたことを検知すると、コイル３１への通電を解除する指示を出す。これにより
、制御部６ｃは、取付け部２５ａの切り欠き部２６を可動鉄心２７により閉じる。
【００８９】
　次に、このように構成された漏水検査装置１ｄの作用について説明する。
【００９０】
　まず、検査者が漏水検査装置１ｄの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
が所定の圧力Ｐまで加圧され、保圧が実行される。制御部６ｃは、保圧状態を認識し、報
知部７に対して「ＩＤチップを内視鏡情報読み取り部５に読み取らせてください」という
報知を実行するように指示し、報知部７に実行させる。次に、検査者は、内視鏡１００ａ
のＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる
。制御部６ｃによって取付け部２５ａ及び２５ｂの一方、この例では、取付け部２５ａに
漏水検査メニューが割り当てられる。
【００９１】
　割り当てられた取付け部２５ａに対して、切り欠き部２６を開くように制御部６ｃによ
って指示がされる。この制御部６ｃからの指示により、取付け部２５ａのソレノイド２９
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のコイル３１が通電状態となり、可動鉄心２７が可動する。この結果、取付け部２５ａの
切り欠き部２６が開き、検査者は一方の取付け部２５ａに内視鏡１００ａの防水口金１０
３ａを取り付けることが可能になる。
【００９２】
　切り欠き部２６が開いた取付け部２５ａに、内視鏡１００ａが接続されると、内視鏡１
００ａの内部の管路と取付け部２５ａの内部の管路とが連通するため、管路３ａの圧力値
は低下する。この圧力変化が制御部６ｃに検知されると、取付け部２５ａに内視鏡１００
ａが取り付けられたことが認識され、取付け部２５ａに通電状態を解除する指示が出され
る。
【００９３】
　制御部６ｃからの指示により、ソレノイド２９内のコイル３１の通電状態が解除される
。この結果、可動鉄心２７がソレノイド２９のバネ３０の力で押し戻されることで、取付
け部２５ａの切り欠き部２６が閉じられ、取付け部２５ａから内視鏡１００ａの防水口金
１０３ａが取り外し不可能な状態となる。検査者は、内視鏡１００ｂに対しても上記作用
を繰り返し実行し、取付け部２５ｂに内視鏡１００ｂを取付ける。
【００９４】
　制御部６ｃは、２つの内視鏡１００ａ及び１００ｂがそれぞれ取付け部２５ａ及び２５
ｂに取付けられたことを認識すると、漏水検知部４に内視鏡１００ａ及び１００ｂの種類
に応じた漏水検査を実行するように指示を行い、漏水検知部４に実行させる。同時に、制
御部６ｃは、報知部７に対して「漏水検査を実行中」という報知を実行するように指示を
行い、報知部７に実行させる。
【００９５】
　制御部６ｃは、漏水検査の実行が終了すると、報知部７に対して漏水検査の結果を報知
するように指示を行い、報知部７に実行させる。同時に、制御部６ｃは、漏水検知部４に
対して管路３ａ及び３ｂの除圧を実行するように指示し、漏水検知部４に実行させる。こ
の結果、管路３ａ及び３ｂ内の圧力が大気圧と同等になる。
【００９６】
　制御部６ｃは、圧力測定部１０ａ及び１０ｂからの圧力値に基づいて、それぞれ管路３
ａ及び３ｂが除圧されたことを認識し、取付け部２５ａ及び２５ｂに対して、切り欠き部
２６を開くように指示を行う。検査者は、取付け部２５ａ及び２５ｂから内視鏡１００ａ
及び１００ｂを取り外すし、漏水検査を終了する。
【００９７】
　以上のように、漏水検査装置１ｄは、適切なタイミングで取付け部２５ａ及び２５ｂの
切り欠き部２６を開閉し、物理的に内視鏡１００ａ及び１００ｂへの接続を妨害すること
により、確実に誤接続を防止することができる。この結果、漏水検査装置１ｄの操作方法
を詳しく知らない検査者でも漏水検査装置１ｄを簡便に扱うことができる。
【００９８】
（第６の実施の形態）
　次に、第６の実施の形態について説明する。
【００９９】
　図１２は、第６の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図であり、図１３は、取
付け部の格納時の格納部の詳細な構成を説明するための図であり、図１４は、取付け部の
取り出し時の格納部の詳細な構成を説明するための図であり、図１５は、管路の巻き取り
時の格納部の詳細な構成を説明するための図である。なお、図１２において図９と同様の
構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１００】
　図１２に示すように、漏水検査装置１ｅは、図９の制御部６ｃ、取付け部２５ａ及び取
付け部２５ｂに代わり、それぞれ制御部６ｄ、取付け部３２ａ及び取付け部３２ｂを用い
て構成されている。また、漏水検知部４は、管路３ａ及び取付け部３２ａを格納する格納
部３３ａと、管路３ｂ及び取付け部３２ｂを格納する格納部３３ｂとを有して構成される
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。
【０１０１】
　取付け部３２ａは、図９の取付け部２５ａから可動鉄心２７、ソレノイド格納部２８及
びソレノイド２９が削除されている。また、図１３に示すように、取付け部３２ａの外表
面には、可動鉄心３８の先端形状に対応した切り欠き部３６が設けられている。
【０１０２】
　格納部３３ａは、取付け部３２ａが格納される先端側格納部３４ａと、管路３ａが格納
される後端側格納部３５ａと有する。同様に、格納部３３ｂは、取付け部３２ｂが格納さ
れる先端側格納部３４ｂと、管路３ｂが格納される後端側格納部３５ｂと有する。なお、
格納部３３ａ及び格納部３３ｂの構成は同一のため、以下の説明では、格納部３３ａにつ
いて説明する。
【０１０３】
　図１３に示すように、先端側格納部３４ａの上面には、制御部６ｄからの指示を受けて
動作するソレノイド３７が配置されている。ソレノイド３７は、制御部６からの指示によ
り、内部のコイルが通電されていない状態では、可動鉄心３８を内部に設けられたバネの
付勢力により、先端が下方に押し出す。一方、ソレノイド３７は、制御部６ｄからの指示
により、内部のコイルが通電された状態では、コイルで発生した磁界により可動鉄心３８
を上方に引き込む。
【０１０４】
　また、先端側格納部３４ａの内部には、取付け部３２ａが格納されると付勢力を発生す
るバネ３９が設けられている。図１４に示すように、ソレノイド３７のコイルが通電され
、可動鉄心３８が切り欠き部３６から外れると、取付け部３２ａは、バネ３９の付勢力に
より格納部３３ａの前方に押し出される。
【０１０５】
　また、後端側格納部３５ａには、管路３ａを巻き取るための巻き取り部４０が設けられ
ている。この巻取り部４０は、巻き取りバネ４１及び爪状の突起部４２を有している。取
付け部３２ａ及び管路３ａが引き出されることにより巻き取りバネ４１に張力が発生する
。
【０１０６】
　巻き取りバネ４１の張力によって管路３ａが巻き取られないように、突起部４２に引っ
かかるストッパ４３が配置されている。このストッパ４３は、後端側格納部３５ａの上面
配置されたストッパ解除ボタン４４に取付けられたバネ４５の付勢力により、巻き取り部
４０に押し付けられている。
【０１０７】
　巻き取り部４０は、図１５に示すように、ストッパ解除ボタン４４が押されると、突起
部４２からストッパ４３が外れ、巻き取りバネ４１に発生した張力により管路３ａを自動
的に巻き取ることが可能となっている。
【０１０８】
　次に、このように構成された漏水検査装置１ｅの作用について説明する。
【０１０９】
　まず、検査者が漏水検査装置１ｅの図示しない電源をＯＮにすると、管路３ａ及び３ｂ
が所定の圧力Ｐまで加圧される。次に、検査者は、漏水検査を実行する内視鏡１００ａの
ＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。
【０１１０】
　制御部６ｄが内視鏡情報読み取り部５からの内視鏡情報を認識し、一方の取付け部３２
ａが格納される格納部３３ａに配置されたソレノイド３７のコイルに通電するよう指示を
行う。制御部６ｄからの指示により、ソレノイド３７のコイルが通電状態となり、ソレノ
イド３７の可動鉄心３８が上方に動作し、取付け部３２ａの外表面に形成された切り欠き
部３６から外れる。このとき、取付け部３２ａの後端側に配置されたバネ３９の付勢力に
よって、取付け部３２ａが格納部３３ａの外部へと押し出される。
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【０１１１】
　検査者は、押し出された取付け部３２ａに一方の内視鏡１００ａを接続する。このとき
内視鏡１００ａの内部と取付け部３２ａの管路とが連通するため、管路３ａ内の圧力値は
低下する。
【０１１２】
　制御部６ｄは、圧力値の低下によって取付け部３２ａに一方の内視鏡１００ａが接続さ
れたことを認識し、格納部３３ａに配置されたソレノイド３７への通電を停止する。接続
されていない他方の内視鏡１００ｂに対して同様の作用を繰り返し実行する。そして、検
査者は、取付け部３２ａ及び３２ｂにそれぞれ内視鏡１００ａ及び１００ｂを取付けると
、第５の実施の形態と同様に漏水検査を行う。
【０１１３】
　以上のように、漏水検査装置１ｅは、内視鏡情報を読み取ると取付け可能な取付け部３
２ａまたは３２ｂを格納部３３ａまたは３３ｂから押し出すようにした。この結果、漏水
検査装置１ｅは、検査者が取付け可能な取付け部３２ａまたは３２ｂを視覚的に確認する
ことができるため、確実に誤接続を防止することができる。
【０１１４】
　また、漏水検査装置１ｅは、管路３ａ及び３ｂと、取付け部３２ａ及び３２ｂを漏水検
知部４の内部に格納可能となっており、第５の実施の形態の漏水検査装置１ｄに比べ、省
スペース化を実現することができる。
【０１１５】
（第７の実施の形態）
　図１６は、第７の実施の形態に係る漏水検査装置の構成を示す図である。なお、図１６
において図１２と同様の構成については、同一の符号を付して説明を省略する。
【０１１６】
　図１６に示すように、漏水検査装置１ｆは、図１２の制御部６ｄに代わり、制御部６ｅ
を用いるとともに、格納部３３ａ及び３３ｂが削除されて構成されている。
【０１１７】
　制御部６ｅは、電源がＯＮにされると、管路３ａを所定の圧力Ｐ１、管路３ｂを所定の
圧力Ｐ２にするための指示を漏水検知部４に出力する。ここで、所定の圧力Ｐ１とは、取
付け部３２ａに内視鏡１００ａを取付ける際に、人の力で十分取付け可能な圧力である。
また、所定の圧力Ｐ２とは、取付け部３２ａに内視鏡１００ａを取付ける際に、人の力で
は取付け不可能な圧力である。漏水検知部４は、制御部６ｅからの指示に基づき、図示し
ないポンプ等から空気等の気体を管路３ａ及び３ｂに供給する。
【０１１８】
　制御部６ｅは、圧力測定部１０ａからの測定値に基づき、管路３ａが所定の圧力Ｐ１に
なったことを検知すると、例えば、管路３ａに設けられている図示しない電磁弁を閉じる
ことで、管路３ａ内を所定の圧力Ｐ１で保圧する。また、制御部６ｅは、圧力測定部１０
ｂからの測定値に基づき、管路３ｂが所定の圧力Ｐ２になったことを検知すると、管路３
ｂ内を所定の圧力Ｐ２で保圧する。
【０１１９】
　そして、制御部６ｅは、内視鏡情報読み取り部５で内視鏡１００ａの内視鏡情報が読み
取られると、人の力で十分取付け可能な所定の圧力Ｐ１で保圧されている取付け部３２ａ
に内視鏡１００ａを取り付けるよう、報知部７に報知させる。
【０１２０】
　ここで、このように構成された漏水検査装置１ｆの作用について図１７を用いて説明す
る。
【０１２１】
　図１７は、第７の実施の形態に係る漏水検査装置１ｆの作用について説明するための図
である。
【０１２２】
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　まず、検査者が時間Ｔ１において、漏水検査装置１ｆの図示しない電源をＯＮにすると
、制御部６ｅは、漏水検知部４の図示しないポンプを稼動させ、管路３ａ及び３ｂに対し
て加圧を行う。制御部６ｅは、圧力測定部１０ａからの管路３ａ内の圧力値をセンシング
し、所定の圧力Ｐ１に達した時間Ｔ２で管路３ａの加圧を停止する。これにより、管路３
ａ内は所定の圧力Ｐ１で保圧される。
【０１２３】
　そして、制御部６ｅは、時間Ｔ２以降もポンプを稼動させ、管路３ｂに対してさらなる
加圧を行う。制御部６ｅは、圧力測定部１０ｂからの管路３ｂ内の圧力値をセンシングし
、所定の圧力Ｐ２に達した時間Ｔ３で管路３ｂの加圧を停止する。これにより、管路３ｂ
内は所定の圧力Ｐ２で保圧される。
【０１２４】
　検査者は、一方の内視鏡１００ａのＩＤチップ１０１ａに記録された内視鏡情報を内視
鏡情報読み取り部５に読み取らせる。制御部６ｅは、内視鏡１００ａを取付け可能な取付
け部３２ａに内視鏡１００ａを接続するように、報知部７に報知させる。検査者は、報知
部７で報知された情報から、時間Ｔ４において、内視鏡１００ａを取付け部３２ａに取付
ける。ここで、検査者が内視鏡１００ａを取付け部３２ｂに取付けようとした場合、管路
３ｂが人の力では取付けが不可能な所定の圧力Ｐ２となっているため、誤接続ができない
。検査者が内視鏡１００ａを取付け部３２ａに取付けると、内視鏡１００ａの内部と取付
け部３２ａ内の管路とが連通するため、管路３ａ内の圧力が低下する。制御部６ｅは、こ
の圧力変化を検出し、取付け部３２ａに内視鏡１００ａが正しく取付けられたことを認識
する。
【０１２５】
　次に、検査者は、時間Ｔ５において、もう一方の内視鏡１００ｂのＩＤチップ１０１ｂ
に記録された内視鏡情報を内視鏡情報読み取り部５に読み取らせる。制御部６ｅは、内視
鏡情報読み取り部５から内視鏡情報が入力されると、管路３ａ及び３ｂの圧力を大気圧ま
で除圧する。これにより、検査者は、管路３ｂに接続された取付け部３２ｂに内視鏡１０
０ｂを取付けることが可能となる。そして、検査者は、取付け部３２ａ及び３２ｂにそれ
ぞれ内視鏡１００ａ及び１００ｂを取付けると、第５の実施の形態と同様に漏水検査を行
う。
【０１２６】
　以上のように、漏水検査装置１ｆは、管路３ａ及び３ｂの一方を人の力では取付け不可
能な所定の圧力Ｐ２まで加圧し、取付け部３２ａ及び３２ｂの一方に内視鏡を取付けるこ
とを不可能にした。この結果、漏水検査装置１ｆは、誤接続を確実に防止することができ
る。
【０１２７】
　また、漏水検査装置１ｆは、第５及び第６の実施の形態の漏水検査装置１ｄ及び１ｅに
比べ、機械的な構造を簡略化できるため、より安価に提供することができる。
【０１２８】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【０１２９】
　本出願は、２０１１年４月１日に日本国に出願された特願２０１１－８２１７０号公報
を優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の
範囲、図面に引用されたものとする。
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